
相 談 所 からのお知らせ
★経営に関してお困りの方は、どなたでもお気軽にご相談ください。
★電話やメールでの相談も対応いたします。

お問合せ先

お　願　い

開 催 場 所

こんな事を相談したい 開 　 催 　 日

新型コロナウイルス感染拡大にかかる新たな
生活様式に対応した経営計画、創業、新規分野へ
の進出、設備導入、資金計画の作成など、経営
全般に関する相談（事業承継上の経営相談）

大垣商工会議所 相談室（大垣市小野4-35-10 大垣市情報工房 4階）

早期解決を図るため、事前に相談内容をお聞かせください。

相談課　担当 ： 三輪

※相談時間は13時～16時です。ただし、公庫相談は10時～12時、記帳指導は10時～16時です。

17日（水）

毎月の記帳方法や記帳内容の相談 毎週月～木曜日

新しい生活様式に対応したＩＴの活用による経営
改革、ホームページの作成・リニューアル、ネット
販売などに関する相談

応 相 談

新型コロナウイルス感染拡大防止により従業
員を守るための各種相談、従業員の労務管理、
社会保険全般・事業所の雇用管理改善などに関
する相談

8日（月） ・ 24日（水） 弁 　 護 　 士

社会保険労務士

ITコンサルタント

8日（月） ・ 24日（水） 司 法・行 政 書 士

記帳継続指導専門員 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、資金
繰りにお困りの事業者に対し、公庫取り扱いの運転、
設備などの各種融資制度の申込みや相談

毎週金曜日 日本政策金融公庫

中小企業診断士

税 　 理 　 士

専 門 家

24時間経営相談受付中

各種税制等事業を継続するための相続税、消費
税軽減税率など、税務全般に関する相談（事業
承継上の税務相談）

債権回収や契約不履行、経営上のトラブルなど
に関する相談（事業承継上の法律相談）

取引先との契約書作成支援、法務局への登記に係る
申請書類や官公署への提出書類、債権の取り立て
などに関する相談（事業承継上の司法・登記相談）

専門家による経営相談会
3月の相談日

秘密厳守
相談無料

※この事業は岐阜県の補助を受けています。※経営相談は、当所ホームページ「経営相談受付」からもお申込みできます。 

4日（木） ・ 19日（金）

10日（水） ・ 25日（木）

　前期（2019年12月1日～2020年11月30日）における配当金および保険金・給付金等の
お支払い状況についてお知らせいたします。
◆配当金について
　例年3月上旬にお支払いしておりました配当金ですが、前期は多くの方にお役立ていただき
剰余金が発生しなかったため、配当金のお支払いはございません。予めご了承ください。

お問合せ先 ： 大垣商工会議所　振興課 （ TEL ： 0584-78-9111 ）

さつき共済制度

～新規ご加入事業所募集中～
概　要

―災害保障特約付福祉団体定期保険＋大垣商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金制度）―
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大垣商工会議所　中小企業経営指導相談所　相談課　TEL 0584-78-9111　FAX 0584-78-9112　URL http://www.ogakicci.or.jp/

◆保険金・給付金等のお支払い状況について
保険金・給付金延べ支払い件数

保険金（死　　亡）
保険金（災　　害）
保険金（高度障害）
給付金（障　　害）
給付金（入　　院）

見 舞 金 延 べ 支 払 い 件 数
ケガ通院（19日以内）

（20日以上）
病気入院（29日以内）

（30日以上）

祝 金 延 べ 支 払 い 件 数
結 婚 祝 金
出 産 祝 金

◆保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
◆病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
◆医師による診査は不要です。（告知のみでお申込みいただけます。）
◆1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。
◆商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金）が付加されています。

○本制度の詳細は大垣商工会議所のホームページをご覧ください。
　（https://www.ogakicci.or.jp/service/kyosai/satuki/）

QRコードは
こちら

※引受保険会社：アクサ生命保険㈱
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